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規 則 

 

 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 十 一 号  

   不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則  

 （ 三 重 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 三 重 県 規 則 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  様 式 第 一 か ら 様 式 第 八 の 十 八 ま で 、 様 式 第 十 、 様 式 第 十 二 、 様 式 第 十 四 及 び 様 式 第 十 五 中 「 日本工業規格 」

を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

 （ 肥 料 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  肥 料 取 締 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 及 び 第 二 号 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 十 五 号 様 式 の 三 、 第 二 十 九 号 様 式 の 二 、 第 二 十 九 号 様 式 の 五 及 び 第 五 十 四 号 様 式 中 「 用紙日本工業規格 」

を 「規格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 補 助 金 等 交 付 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  三 重 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 一 号 様 式 及 び 第 二 号 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

 （ 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 五 号 様 式 の 二 か ら 第 十 号 様 式 の 四 ま で の 規 定 中 「 日本工業規格 」 を「日本産業規格」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 六 条  三 重 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 規 則 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

 第 一 号 様 式 そ の 一 及 び 第 八 号 様 式 中 「日本工業規格」 を「日本産業規格」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 聴 聞 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 七 条  三 重 県 聴 聞 規 則 （ 平 成 六 年 三 重 県 規 則 第 九 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 紙 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

（ 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 八 条  三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 九 条  三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 規 則 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

別 表 第 一 第 一 号 の 項 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 条  三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 規 則 第 八 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 変 更 の 申 請 等 ）  （ 変 更 の 申 請 等 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  第 十 三 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  条 例 第 九 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に ３  条 例 第 九 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に
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掲 げ る 事 項 と す る 。  掲 げ る 事 項 と す る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  
十  産 業 標 準 化 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 五

号 ） 第 二 十 条 第 一 項 の 日 本 産 業 規 格 の 変 更 に 伴

う 条 例 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 に 係 る 事

項  

十  工 業 標 準 化 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 五

号 ） 第 十 七 条 第 一 項 の 日 本 工 業 規 格 の 変 更 に 伴

う 条 例 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 に 係 る 事

項  

十 一  （ 略 ）  十 一  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

別 表 第 一 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

別 表 第 二 中 「 工 業 標 準 化 法 」 を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

第 一 号 様 式 、 第 四 号 様 式 、 第 六 号 様 式 及 び 第 八 号 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 一 条  三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

  別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 防 災 対 策 推 進 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 二 条  三 重 県 防 災 対 策 推 進 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 自 動 販 売 機 の 設 置 基 準 ）  （ 自 動 販 売 機 の 設 置 基 準 ）  

第 二 条  条 例 第 十 七 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 自 動 販

売 機 の 設 置 の 基 準 は 、 産 業 標 準 化 法 （ 昭 和 二 十 四

年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 二 十 条 第 一 項 の 日 本 産 業

規 格 Ｂ 八 五 六 二 （ 自 動 販 売 機 ― 据 付 基 準 ） （ 以 下

「 日 本 産 業 規 格 の 基 準 」 と い う 。 ） と す る 。 た だ

し 、 日 本 産 業 規 格 の 基 準 に よ り 難 い 場 合 に あ っ て

は 、 日 本 産 業 規 格 の 基 準 に よ る 場 合 と 同 等 以 上 の

地 震 に 対 す る 安 全 性 が 確 保 で き る 方 法 に よ る こ と

と す る 。  

第 二 条  条 例 第 十 七 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 自 動 販

売 機 の 設 置 の 基 準 は 、 工 業 標 準 化 法 （ 昭 和 二 十 四

年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 十 七 条 第 一 項 の 日 本 工 業

規 格 Ｂ 八 五 六 二 （ 自 動 販 売 機 ― 据 付 基 準 ） （ 以 下

「 日 本 工 業 規 格 の 基 準 」 と い う 。 ） と す る 。 た だ

し 、 日 本 工 業 規 格 の 基 準 に よ り 難 い 場 合 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 の 基 準 に よ る 場 合 と 同 等 以 上 の

地 震 に 対 す る 安 全 性 が 確 保 で き る 方 法 に よ る こ と

と す る 。  

 （ 三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 三 条  三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 規 則 （ 平 成 二 十 九 年 三 重 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 四 条  三 重 県 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則 （ 平 成 三 十 年 三 重 県 規 則 第 六 十 五 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 二 号 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 三 重 県 知 事 に 対 し て な さ れ て い る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 立 自 然 公 園 条 例 施

行 規 則 、 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 、 三 重 県 補 助 金 等 交 付 規 則 、 建 築 基 準 法 施 行 細 則 、 三 重 県 港 湾 施 設 管 理 条 例

施 行 規 則 、 三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 施 行 規 則 及 び 三 重 県 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 数 量 等 の 報 告 に 関 す

る 規 則 （ 次 項 に お い て こ れ ら を 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ く 申 請 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三

重 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 、 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 、 三 重 県 補 助 金 等 交 付 規 則 、 建 築 基 準 法 施 行 細 則 、 三

重 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 施 行 規 則 、 三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 施 行 規 則 及 び 三 重 県 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕

の 数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則 に 基 づ く 申 請 書 等 と み な す 。  
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３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

     規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十

号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   廣   田   恵   子  

          第 二 号  

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年           第 二 号 ） の 一 部 を 次 の  

よ う に 改 正 す る 。  

別 記 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 現 に 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 書

類 は 、 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 書 類 と み な す 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十

号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   廣   田   恵   子  

          第 三 号  

   公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年           第 三 号 ） の 一 部 を 次 の  

よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 中 「 日本工業規格Ａ4 判 」 を 「日本産業規格Ａ4 」 に 改 め る 。  

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 現 に 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る

扶 養 親 族 届 は 、 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 扶 養 親 族 届 と み な

す 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十

号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   廣   田   恵   子    

          第 四 号  

人 事 委 
教 育 委 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年           第 四 号 ） の 一 部 を 次 の  
よ う に 改 正 す る 。  

 第 一 号 様 式 か ら 第 三 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 日本工業規格Ａ列 4 判 」 を 「日本産業規格Ａ4 」 に 改 め る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 現 に 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ

て い る 届 出 書 そ の 他 の 書 類 は 、 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ

れ た 届 出 書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。  

 

 

 

 

 

不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 公 安 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  
三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   岡   本   直   之  

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号  

不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 公 安 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則  

 （ 公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

（ 公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

（ 三 重 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  三 重 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

  様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 五 十 一 号 ま で の 規 定 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 三 重 県 公 安 委 員 会 に 対 し て 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 三 重 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続

規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ く 回 答 書 等 は 、 改 正 後 の 三 重 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求

手 続 規 則 の 規 定 に 基 づ く 回 答 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 企 業 庁 管 理 規 程 の 整 備 に 関 す る 規 程 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

  令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  

公 安 委 規 則 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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三 重 県 企 業 庁 長   山   神   秀   次    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 一 号  

   不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 企 業 庁 管 理 規 程 の 整 備 に 関 す る 規 程  

 （ 三 重 県 企 業 庁 聴 聞 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 企 業 庁 聴 聞 規 程 （ 平 成 八 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 紙 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

 （ 企 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  企 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

 （ 企 業 庁 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  企 業 庁 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 の 整 備 に 関 す る 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 元 年 六 月 二 十 五 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   加   藤   和   浩    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 一 号  

   不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 の 整 備 に 関 す る 規 程  

 （ 三 重 県 病 院 事 業 庁 聴 聞 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 病 院 事 業 庁 聴 聞 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

  別 紙 様 式 中 「 日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改 め る 。  

（ 病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 十 九 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

（ 病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 六 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

議 会 訓 令 

 

三重県議会訓令第 1号 

三重県議会事務局 

議会関係三重県情報公開条例施行規程及び議会関係三重県個人情報保護条例施行規程の一部を改正する訓令を

次のように定めます。 
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令和元年 6 月 25 日 

三重県議会議長  中  嶋  年  規   

議会関係三重県情報公開条例施行規程及び議会関係三重県個人情報保護条例施行規程の一部を改正する訓

令 

 （議会関係三重県情報公開条例施行規程の一部改正） 

第 1 条 議会関係三重県情報公開条例施行規程（平成 12 年三重県議会訓令第 1 号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 （議会関係三重県個人情報保護条例施行規程の一部改正） 

第 2 条 議会関係三重県個人情報保護条例施行規程（平成 14 年三重県議会訓令第 1 号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

  附 則 

 この訓令は、令和元年 7 月 1 日から施行する。 
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